
精神疾患に関する医療計画 目指すべき方向

平成２３年１２月１６日「第１０回医療計画の見直しに関する検討会」資料新たな取組４

精神疾患患者やその家族等に対して、

１ 住み慣れた身近な地域で基本的な医療やサ ビス支援を受けられる体制１．住み慣れた身近な地域で基本的な医療やサービス支援を受けられる体制

２．精神疾患の患者像に応じた医療機関の機能分担と連携により、他のサービスと協働

することで 適切に保健 医療 介護 福祉 生活支援 就労支援等の総合的な支援をすることで、適切に保健・医療・介護・福祉・生活支援・就労支援等の総合的な支援を

受けられる体制

症状がわかりにくく 変化しやす ため 医療やサ ビ 支援が届きにく と う特性３．症状がわかりにくく、変化しやすいため、医療やサービス支援が届きにくいという特性

を踏まえ、アクセスしやすく、必要な医療を受けられる体制

体制 院支援 連携 強 など な時 院 療を４．手厚い人員体制や退院支援・地域連携の強化など、必要な時に、入院医療を受けら

れる体制

５．医療機関等が、提供できるサービスの内容や実績等についての情報を、積極的に公

開することで、各種サービス間での円滑な機能連携を図るとともに、サービスを利用し

やすい環境

を、提供することを目指す。 16

精神疾患の患者を支えるサービス（イメ ージ） 福祉との連携

平成２３年１２月１６日「第１０回医療計画の見直しに関する検討会」資料新たな取組４

精神科救急
医療体制

＜B地域＞

住み慣れた身近な地域で、様々なサービスと協働しつつ、
必要な医療サービスを総合的に受けられる体制を目指す。

治療 回復

増悪

入院

より短期間

医療体制
＜B地域＞

都道府県 ＜A地域＞

精神科医療機関治療～回復

休日・夜間
救急増悪 より短期間

外来医療・訪問看護

訪問・外来 アウトリーチチー一般医療

都道府県 ＜A地域＞

保 等
訪問・外来

予防・アクセス

救急

デイケア ムによる支援
かかりつけ医
・内科等身体疾患を

担当する医師

保健所、市町村等

保健（学校・職場・地域）
福祉（福祉事務所、社協）

デイケア

相談支援事業所

増悪

回復～社会復帰

地域定着支援地域移行支援

復職支援

相談支援事業所

ケアマネジメント

雇用支援諸事業

時間軸
自宅等

自立訓練

自宅等 自宅等

宿泊型自立訓練
＋

ショートステイ等
障害福祉サービス

グループホーム
ケアホーム

自立訓練
就労継続支援

就労移行支援等住み慣れた身近な地域
17



退院や地域での定着をしっかりサポートするための、

地域移行支援 地域定着支援 創設

新たな取組５

地域移行支援、地域定着支援の創設

○ 改正障害者自立支援法の施行に伴い、
・ 入院中から、住居の確保や新生活の準備等の支援を行う
「地域移行支援「地域移行支援」

・ 地域生活している者に対し、２４時間の連絡相談等のサポート
を行う「地域定着支援」を行う「地域定着支援」

の創設により、退院や地域での定着の支援体制を充実。

18

新たな取組５

地域移行支援 地域定着支援の創設

◆地域移行支援

地域移行支援・地域定着支援の創設

◆地域移行支援
施設や病院に長期入所等していた者が地域での生活に移行するためには、住居の確保や新生活
の準備等について支援が必要。
→ 現行の「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」（補助金）で行われているもの（地域移行推進員の活動）と同様の事業
を障害者自立支援法に基づく個別給付にを障害者自立支援法に基づく個別給付に。

◆地域定着支援
居宅で一人暮らししている者等については、夜間等も含む緊急時における連絡、相談等のサポー

ト体制が必要ト体制が必要。
→ 現行の「居住サポート事業」（補助金）で行われているものと同様の事業を障害者自立支援法に基づく個別給付に。

施設・病院内施設・病院内 地地 域域

サービス利用計画サービス利用計画
（退所 退院に向けたケアマネジメントを行い 地域生活への移行 定着を計画的に支援 ）

退
所
・
退
院

地域移行・地域生活のためのコーディネート機能

地域定着支援地域定着支援地域移行支援地域移行支援

（退所・退院に向けたケアマネジメントを行い、地域生活への移行、定着を計画的に支援。）院
を
希
望
す

地域移行・地域生活のための支援 地域相談支援として個別給付化

地域定着支援地域定着支援
（２４時間の相談支援体制等）

（地域生活の準備や福祉サービスの見学・体験のための
外出への同行支援・入居支援等）

す
る
者

19



地域生活支援体制の構築のため、

地域生活に向けた訓練と

新たな取組６

地域生活に向けた訓練と、
状態悪化時のサポートなどを合わせて実施

○ 改正障害者自立支援法の施行に伴い、平成２４年度からは、
宿泊型自立訓練と就労継続支援などの日中活動サービスや宿泊型自立訓練と就労継続支援などの日中活動サ ビスや
ショートステイの事業等を組み合わせて実施しやすくするとともに、
新たに創設する地域移行支援・地域定着支援を実施すること等
により、病院等からの地域移行・地域生活への定着を一層促進。

20

宿泊型自立訓練の地域移行・地域生活支援機能の強化
新たな取組６

改正障害者自立支援法の施行に伴い、平成24年度からは宿泊型自立訓練と就労継続支援などの日中活動
サービスやショートステイの事業等を組み合わせて実施しやすくするとともに、新たに創設する地域移行支援・地
域定着支援を組み合わせて実施すること等により、病院・入所施設からの地域移行・地域生活への定着を一
層促進

H24.4.1～
▲ 改正障害者自立支援法の施行・新体系移行の期限

層促進。

～H24.3.31
▲ 改正障害者自立支援法の施行 新体系移行の期限

宿泊型自立訓練
（夜間における地域生活のための訓練等）

精神障害者生活訓練施設、知的障害者通
勤寮など旧体系施設

（昼夜を通じた社会復帰のため訓練等）

日中活動サービスの実施

＋ 事業者の選択により、次のサービ
スを組み合わせて実施

（昼夜を通じた社会復帰のため訓練等）

※旧体系施設については、平成２４年３月
末までに新体系へ移行することが必要

日中活動サ ビスの実施
（自立訓練（生活訓練）、就労継続支援Ｂ型など）

ショートステイの実施
（再入院の予防・悪化時の受け入れなど）

地域移行・地域生活支援機能の強化を図る観
点等から宿泊型自立訓練の規制の見直しを検討

① 標準利用期間が3年の場合の報酬設定の見直し等

長期間入院していた者等の減額単価（162単位）の適用

地域移行支援・地域定着支援の実施
（新生活の準備支援、２４時間の相談支援体制、緊急時対応など）

・ 長期間入院していた者等の減額単価（162単位）の適用

時期を現行の2年から標準利用期間である3年を超える場

合に延長。

・ 支給決定プロセスの見直しに伴い、長期入院者に加え、

長期のひきこもりなど長期の支援が必要な場合は、標準利

用期間を3年とするよう、自治体・事業者等に周知。
連携連携

★相談支援の充実★相談支援の充実
・ ケアマネジメントの導入によりサービス利用計画案を重視
・ 相談支援体制の強化（地域移行支援・地域定着支援の個別給付化）など

② 短期入所を行う場合の要件緩和（空床の利用）

など

用期間を 年とするよう、自治体 事業者等に周知。

宿泊型自立訓練等においても、必要な人員を配置した場合
には、空床等を利用して短期入所事業が実施できるよう、現
行基準を見直し。



保護者に対する責務規定の削除

○ 閣議決定を踏まえ、まず、保護者に課せられた責務規定のあり方について検討を進め、これらの
責務規定については、原則として存置しないとの方向性をまとめた。
（★） 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、そのあり方を検討

し 平成２４年内を目途 そ 結論を得るし、平成２４年内を目途にその結論を得る。

◆保護者制度とは

○「保護者」は、精神保健福祉法において、精神障害者につき１人決めることとなっており、以下の責務が課せられる。
①（任意入院者及び通院患者を除く）精神障害者に治療を受けさせること（２２条１項）
②精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること（２２条２項）
③任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに当たって医師の指示に従う
こと（２２条３項）

④（任意入院者及び通院患者を除く）精神障害者の財産上の利益を保護すること（２２条１項）
⑤回復した措置入院者等を引き取ること（４１条）
⑥⑤による引き取りを行うに際して、精神病院の管理者又は当該病院と関連する精神障害者社会復
帰施設の長に相談し、及び必要な援助を求めること（２２条の２）

⑦退院請求等の請求をすることができること（３８条の４）
⑧医療保護入院の同意をすることができること（３３条１項）

○保護者になり得る人とその順位
① 後見人又は保佐人（※ ②～④の者と順位変更はできない。）
② 配偶者
③ 親権を行う者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

22

保護者制度について指摘されている問題点

○ 一人の保護者のみが、法律上保護者に課せられた様々保護者 、法律 保護者 課 様
な義務を行うことは、負担が大きいのではないか。

○ 本人と家族 関係が様々 ある中 保護者が必ずしも○ 本人と家族の関係が様々である中で、保護者が必ずしも
本人の利益保護を行えるとは限らないのではないか。

○ 保護者制度創設時と比較して、社会環境（精神科医療体
制の充実等）や家族関係（高齢化の進行等）が変化してい
ることに、対応しているか。

○ 保護者に課せられた義務規定は抽象的であり 法律の規○ 保護者に課せられた義務規定は抽象的であり、法律の規
定としてどの程度の具体的な意義を有するのか。

23



保護者に課せられた各義務規定に関する整理

＜義務規定＞ ＜各規定の検証＞ ＜削除する際の論点＞ ＜議論の方向性＞

【医療関係】

①治療を受け

○精神病者監護法に
よる私宅監置を廃止
し、適切に医療機関

＜義務規定＞ ＜各規定の検証＞ ＜削除する際の論点＞

○（病識のなく医療に
かかりたがらない）
患者の治療へアクセ
スする権利をどのよ

○医療保護入院の検討
と併せて検討

＜議論の方向性＞

①治療を受け

させる義務
②医師の診断
に協力する

につなげる、という
制定当初の意義は
失われているので
はないか。

○義務の具体的内容
原
則

す 権利
うに保障するか。

○精神科医療におけ
る保護者（主に家
族）の位置付けをど

○家族等については、
医療法等で一定の位
置付けがされており、
精神科医療に特段のに協力する

義務
③医師の指示
に従う義務

○義務の具体的内容
が明確ではないの
ではないか。

○本人と保護者の関
係は様々であり、保
護者のみに義務を

則
と
し
て
存

族） 位置付
のように考えるか。

○措置入院中の患者
の同意によらない治
療（強制医療介入）

精神科医療に特段の
規定は不要

○医療観察法の事前
承認・事後評価を導入
できるかモデル的にに従う義務

財産上の利益
を保護する

護者のみに義務を
負わせるのは困難。

○対象範囲や保護義
務濫用防止が明確

存
置
し
な
い

についてどのように
考えるか。

○制度的に、成年後
見制度等現行の制

できるかモデル的に
実施し、検証

○成年後見制度等で
カバーすることが可能

を保護する
義務

措置患者の

務濫用防止が明確
でなく、利益保護規
定として不十分。

○措置入院後の責任
が 行政から保護者

い見制度等現行の制
度でカバーできるか。

○措置入院からの退

であり、特別の制度は
不要。

○入院中・退院時にも、
都道府県（措置権者）

引取り義務
（その際の相談援助）

退院等の請求

が、行政から保護者
へ移ることを入念的
に規定しただけの規
定。

○入院患者の権利擁 存

院後の調整をどのよ
うに行うか。

○退院等の請求を、

都道府県（措置権者）
が責任を有することを
明確化（地域移行支
援事業と連携）

○本人の「代理人」に退院等の請求
（権利規定）

○入院患者の権利擁
護として必要な規
定。

存
置

本人及び保護者以
外に拡大する必要
があるか。

○本人の「代理人」に
よる請求の活用

○病院における苦情解
決の仕組みの明確化24

24

急性期 回復期 安定期（退院後）

措置入院からの退院時の支援について①

【現行制度】

・病状安定のための
治療と支援

・病状安定のための
治療と退院支援
・支援会議の開催

・治療継続に
向けた支援

医
療
機
関

・指定医による
診察
・入院受け入れ 支援会議の開催 向けた支援

関
入院受け入れ

立会等
措
置

措
置

保
健
所

・措置診察
・入院措置手続

・症状消退届の受理・定期病状報告書の受理

置
入
院
（都
道

置
解
除
（都
道所

・退院請求等への請求対応
・支援会議への参加
・相談、訪問支援等

・相談、訪問支援、連
絡調整等

府
県
知
事
に

府
県
知
事
に

・各種サービスへの

よ
る
決
定
）

よ
る
決
定
）

地
域
移
行
支

（実線）現在行っている支援
（点線）対象者 家族の状況により行っている支援

各種サ ビスへの
斡旋等

支
援
を
行
う
事 （点線）対象者、家族の状況により行っている支援事
業
所
等

25



医

急性期 回復期 安定期（退院後）

措置入院からの退院時の支援について②

【見直し案】

治療継続に
向けた支援

医
療
機
関

・指定医による
診察
・入院受け入れ

措
置
入

・病状安定のため
の治療と支援

・病状の安定と退院に
向けた支援

・支援会議への参加

措
置
解
除

保

情報共有情報共有 情報共有

入
院
（都
道
府
県

・措置診察
・入院措置手続 ・定期病状報告書の受理 ・症状消退届の受理

除
（都
道
府
県

立会等

・退院請求等への請求対応
・医療機関との調整
・家族等への支援

保
健
所

県
知
事
に
よ
る

入院措置手続

・支援会議の開催等
・相談、訪問支援等

・相談、訪問、連絡調
整等（適宜）

・症状消退届の受理
知
事
に
よ
る

情報提供
支援依頼

情報共有情報共有

る
決
定
）

相談、訪問支援等
決
定
）

〈サービス利用計画〉

地
域

・支援会議参加
・支援計画の作成
・家族 関係機関の調整等

・地域での相談継続
・各種サービスへの斡旋

〈サービス利用計画〉
退院に向けて、地域生活への移行、定着を計画的に支援

域
移
行
支
援
を ・家族、関係機関の調整等 ・家族、関係機関の調整等

〈地域移行支援〉

地域生活の準備や福祉サービス
の見学等の同行・住宅入居支援

〈地域定着支援〉
24時間の相談支援体制等

を
行
う
事
業
所

※サービス利用計画、地域移行支援・地域定着支援については障害者自立支援法に基づく自立支援給付
（平成24年4月～）となり、相談支援専門員（ＰＳＷ資格者等）等が対応。利用者の希望に応じて活用する。

所
等

26

急性期 回復期 安定期（退院後）

医療保護入院からの退院時の支援について①

【現行制度】

・治療継続に
向けた支援

医
療
機
関

・指定医による
診察
・入院受け入れ

・病状安定のための
治療と支援

・病状安定のための治
療と退院支援
・支援会議の開催

関

医
療
保

保
健
所

・入院届、定期病状報告書の受理
退

・退院届の受理

保
護
入
院
（保所

・相談、訪問支援
等（適宜）

院

保
護
者
に
よ
る地

・各種サービスへ
の斡旋等

る
同
意
）

地
域
移
行
支
援 の斡旋等援
を
行
う
事
業業
所
等
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医

急性期 回復期 安定期（退院後）

医療保護入院からの退院時の支援について②

【見直し案】

病状安定のため
の治療と支援

治療継続に
向けた支援

医
療
機
関

・指定医による
診察
・入院受け入れ

・病状の安定と退院に向け
た支援

・支援会議の参加

保
健

医
療
保
護
入

・退院届の受理

・相談、訪問支援等

・入院届、定期病状報告書の受理

退

健
所

情報共有情報共有

入
院
（保
護
者

相談、訪問支援等
（適宜）・支援会議の参加

院

者
に
よ
る
同
意 〈サービス利用計画〉

地
域
移 意

）

・支援会議の開催
・支援計画の作成
・家族 関係機関の調整等

・地域での相談継続
・各種サービスへの斡旋

〈サービス利用計画〉
退院に向けて、地域生活への移行、定着を計画的に支援

移
行
支
援
を
行 ・家族、関係機関の調整等 ・家族、関係機関の調整等

〈地域移行支援〉

地域生活の準備や福祉サービス
の見学等の同行・住宅入居支援

〈地域定着支援〉
24時間の相談支援体制等

行
う
事
業
所
等等
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今後の検討課題

１．入院制度に関する検討
○ 保護者に関する責務規定についての検討に引き続き、医療保護入院のあり方をどのように考
えるか、医療保護入院を代替する手段があるかどうか等について、治療にアクセスする権利をど
のように保障するかという観点を踏まえつつ、入院制度（特に医療保護入院）に関して検討を行う。

２．精神科医療現場における人員体制の充実のための方策
○ 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成２２年６月２９日閣議決定）で○ 「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」（平成２２年６月２９日閣議決定）で
は、精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策についても
検討することとされている。
（★） 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総合福祉部会における議論と

の整合性を図り 検討し 平成２４年内を目途にその結論を得るの整合性を図りつつ検討し、平成２４年内を目途にその結論を得る。

（★） 医療法上の精神病床の医師・看護師等の人員配置基準は、医師が入院患者48人に1人（一般病床では16人に1人）、
看護職員が入院患者4人に1人（一般病床では3人に1人）と、一般病床より低くなっている。

○ 人員体制の検討に当たっては 患者の状態像や病棟の機能に応じた人員体制のあり方を検討○ 人員体制の検討に当たっては、患者の状態像や病棟の機能に応じた人員体制のあり方を検討
することが必要であり、精神病床の機能の将来像も考慮しながら検討を進めることが必要。
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